
個    別    事    業    計     画     書個    別    事    業    計     画     書個    別    事    業    計     画     書個    別    事    業    計     画     書 (単位：千円)市民福祉部 保健医療課所管部署所管部署所管部署所管部署：：：： 第１章　生涯充実して暮らせる都市を創る４　医・食・住の充実と高齢者や障がいのある人の自立を支援する（１）市民の健康づくりへの支援
母子保健事業 継続事業母子保健法南丹市妊婦健康診査実施要綱南丹市母子栄養強化事業実施要綱
妊娠時に、母子健康手帳を発行し妊婦健康診査の公費負担受診券を配付、牛乳を支給する。（牛乳の支給は所得制限がある）母親教室を開催する。出生後は、こんにちは赤ちゃん訪問を全出生児を対象に行い、必要に応じて保健師・栄養士等が経過訪問を実施する。乳幼児の健康診査を実施する。 母子健康手帳の発行・妊婦健康診査公費負担受診券の配付・母子栄養強化事業〈牛乳の支給、所得制限がある）保健師・栄養士等による訪問指導の実施母親教室の実施乳幼児健康診査の実施母子健康手帳の発行・妊婦健康診査公費負担受診券の配付・母子栄養強化事業〈牛乳の支給、所得制限がある）保健師・栄養士等による訪問指導の実施母親教室の実施乳幼児健康診査の実施

事 業 名 細 事 業 名 新 継 区 分

具体的な実施内　　容

当該年度における事業の実施内容現状の課題

事 業 の 目 的
事 業 の 効 果

子どもの生活習慣の乱れ、育児に悩む親、発達に課題を持つ子どもの増加が進む中、親子の課題を早期に発見し早期支援につなげることが必要である。 母子健康手帳の発行・妊婦健康診査公費負担受診券の配付・母子栄養強化事業〈牛乳の支給、所得制限がある）保健師・栄養士等による訪問指導の実施母親教室の実施乳幼児健康診査の実施
母性並びに乳幼児の健康の保持・増進を図る。虐待の未然防止を図る。
母性並びに乳幼児のすこやかな発育・発達がはかれる。

各計画年度ごとの事業概要と目標・事業費

事業計画期間 平成 24 年度   ～   平成 当該年度に目指す成果・効果
29,168

事業費
平成24年度
平成25年度
平成26年度

年度 乳幼児健康診査受診率を上げるこんにちは赤ちゃん訪問〈新生児訪問）全戸訪問
乳幼児健康診査受診率を上げるこんにちは赤ちゃん訪問〈新生児訪問）全戸訪問
乳幼児健康診査受診率を上げるこんにちは赤ちゃん訪問〈新生児訪問）全戸訪問

29,168
29,168

総合振興計画の 位 置 づ け 26 年度 根拠法令等平成23年度　予算現額 29,168
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